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授業料減免制度・その他の支援体制

１．入学金減免制度
　　  本学へ入学を志願する私費外国人留学生で、学業が優秀であり修学の熱意がある者に対して、経済的負担

を軽減し、入学の機会を享受させるための特例措置として「外国人留学生入学金減免制度」を設けています。
項　　目 入 学 金 減 免 制 度 の 概 要

申 請 資 格 本学学部の正規課程に入学する私費外国人留学生で「入学誓約書」を提出した者

減 免 金 額 入学金（2012年度は280,000円）を全額免除する。

申 請 方 法 入学手続締切日までに、所定の「入学金減免申請書」を国際教育センターへ提出する。

２．授業料減免制度
　　  本学では私費外国人留学生の教育推進と経済的負担を軽減するために「外国人留学生授業料減免制度」

を設けています。
項　　目 授 業 料 減 免 制 度 の 概 要

申 請 資 格 本学学部の正規課程に在籍する私費外国人留学生で、在留資格「留学」に該当する者

減 免 金 額 授業料年額の30%相当額（2012年度は年額225,000円）を半期ずつ減免する。

減 免 期 間 １ヶ年。

申 請 方 法 所定の「授業料減免申請書」ならびに在留資格「留学」が記載されている「登録原
票記載事項証明書」を期日までに国際教育センターへ提出する。

３．その他の留学生支援体制
留学生のための支援体制 支 援 体 制 の 内 容

1 指 導 教 員 制 度 本学では、外国人留学生に専任の指導教員がついて学習相談
や履修指導を行います。

2 入 国 管 理 局 取 次 申 請
入学時における在留資格認定証明書の取次申請をはじめ、在
留期間更新手続など、外国人留学生のために入国管理局への
取次申請手続きを行います。

3 留 学 生 専 用 窓 口 本学では、国際教育センターに外国人留学生専用相談窓口を
設置して、個別相談を受け付けています。
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